
平
成
三
十
年
十
一
月
六
日
提
出

質

問

第

三

三

号

法
曹
養
成
制
度
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

階

猛
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法
曹
養
成
制
度
改
革
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
付
の
「
法
曹
養
成
制
度
改
革
推
進
会
議
決
定
」
（
以
下
、
「
本
決
定
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
司
法
試
験
合
格
者
数
を
当
面
千
五
百
人
程
度
は
輩
出
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
し
つ
つ
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平

成
三
十
年
度
ま
で
の
期
間
を
「
法
科
大
学
院
集
中
改
革
期
間
」
と
位
置
付
け
、
法
科
大
学
院
の
質
の
向
上
を
図
る
と
し
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
を
質
問
す
る
。

一

司
法
試
験
の
合
格
者
数
は
、
本
決
定
の
翌
年
度
（
平
成
二
十
八
年
度
）
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
、
微
減
し
な
が
ら
も
千

五
百
人
台
を
維
持
し
て
い
る
。
他
方
で
、
司
法
試
験
の
受
験
者
数
は
、
平
成
二
十
八
年
度
の
六
千
八
百
九
十
九
人
か
ら
平
成

三
十
年
度
に
は
五
千
二
百
三
十
八
人
と
四
分
の
一
近
く
も
減
少
し
、
合
格
率
は
上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
科
大
学
院
へ
の

入
学
者
数
も
、
平
成
二
十
六
年
度
の
二
千
二
百
七
十
二
人
か
ら
平
成
三
十
年
度
の
千
六
百
二
十
一
人
へ
と
一
貫
し
て
減
少
を

続
け
て
お
り
、
法
科
大
学
院
修
了
者
の
資
格
で
司
法
試
験
を
受
験
す
る
者
の
数
は
今
後
一
層
減
少
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、
次
の
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

政
府
は
、
本
決
定
で
示
さ
れ
た
、
司
法
試
験
合
格
者
数
を
千
五
百
人
程
度
と
す
る
と
い
う
指
針
を
、
来
年
度
以
降
も
引

き
続
き
維
持
す
る
の
か
。

一



�

法
科
大
学
院
の
志
願
者
数
・
入
学
者
数
及
び
司
法
試
験
の
受
験
者
数
が
共
に
減
少
し
て
い
る
現
在
の
状
況
に
つ
い
て
、

質
の
高
い
法
曹
を
多
数
輩
出
す
る
と
い
う
法
科
大
学
院
・
司
法
試
験
そ
の
他
法
曹
養
成
制
度
の
目
的
の
観
点
か
ら
、
政
府

は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

本
決
定
以
降
、
法
曹
養
成
制
度
を
通
し
て
輩
出
さ
れ
る
人
材
の
質
が
維
持
・
向
上
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
政
府

と
し
て
調
査
・
評
価
等
を
行
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
。
行
っ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
調
査
・
評
価
等
を
行
っ
た
の
か
に

つ
い
て
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

�

法
科
大
学
院
の
志
願
者
数
及
び
司
法
試
験
の
受
験
者
数
を
増
加
さ
せ
る
た
め
の
施
策
と
し
て
、
政
府
が
実
施
又
は
検
討

し
て
い
る
も
の
は
あ
る
か
。
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

�

前
項
に
関
連
し
て
、
法
科
大
学
院
集
中
改
革
期
間
の
大
半
を
経
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
度
に
お
い
て
依
然
と

し
て
法
科
大
学
院
の
志
願
者
数
及
び
司
法
試
験
の
受
験
者
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
の
要
因
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

二

政
府
は
、
本
決
定
に
お
い
て
、
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
「
法
科
大
学
院
集
中
改
革
期
間
」
を
通
し

て
、
「
地
域
配
置
や
夜
間
開
講
に
よ
る
教
育
実
績
等
に
留
意
し
つ
つ
、
各
年
度
の
修
了
者
に
係
る
司
法
試
験
の
累
積
合
格
率

二



が
概
ね
七
割
以
上
」
（
以
下
「
累
積
合
格
率
目
標
」
と
い
う
。
）
と
な
る
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
指
す
と
し
て

い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
法
科
大
学
院
修
了
生
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
年
度
司
法
試
験

ま
で
の
累
積
合
格
率
が
七
割
以
上
と
な
っ
て
い
る
法
科
大
学
院
は
い
く
つ
あ
る
か
。
各
年
度
の
法
科
大
学
院
修
了
生
ご
と

に
、
累
積
合
格
率
が
七
割
以
上
の
法
科
大
学
院
の
数
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

�

平
成
三
十
年
度
司
法
試
験
の
法
科
大
学
院
別
合
格
率
で
は
、
第
一
位
の
東
北
学
院
大
学
法
科
大
学
院
か
ら
第
三
位
の
京

都
大
学
法
科
大
学
院
ま
で
が
約
六
割
、
第
四
位
の
東
京
大
学
法
科
大
学
院
で
は
五
割
弱
、
第
五
位
以
下
は
四
割
未
満
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
平
成
三
十
年
度
の
法
科
大
学
院
修
了
者
に
つ
い
て
、
累
積
合
格
率
目
標
を
達
成
で
き

る
見
込
み
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

�

平
成
三
十
年
度
ま
で
の
「
法
科
大
学
院
集
中
改
革
期
間
」
に
お
い
て
、
累
積
合
格
率
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
政
府

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
施
策
を
行
っ
た
の
か
。

三

法
科
大
学
院
の
入
学
者
数
の
減
少
と
そ
れ
に
伴
う
司
法
試
験
受
験
者
数
の
減
少
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
引
き
続
き
司
法

試
験
の
合
格
者
数
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
な
く
維
持
す
れ
ば
、
将
来
的
に
は
累
積
合
格
率
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
も
可
能
と

三



思
料
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
の
み
で
の
累
積
合
格
率
目
標
の
達
成
で
は
、
単
に
法
曹
の
平
均
的
な
質
の
低
下
を

も
た
ら
す
の
み
で
あ
り
、
質
・
量
と
も
に
豊
か
な
法
曹
を
養
成
す
る
と
い
う
司
法
制
度
改
革
の
目
的
と
相
反
す
る
の
で
は
な

い
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


